
県危機管理部
●ご注意ください！
地域防災の日に合わせ、訓練送信を行うた
め、携帯電話・スマートフォンがいっせい
に鳴ります。
●対象者
ＮＴＴドコモ、au、softbank の携帯電話、スマートフォン、タブ
レット端末等（対応機種のみ）を持ち、静岡県内にいる方
●対応機種　緊急速報メールの受信可否等は、各携帯電話会社の
販売店にお問い合わせください。県危機管理部のWebページで
も案内しています。

静岡県危機管理部　 検索 ☜
●お願い　マナーモードでも携帯電話等が鳴動する場合がありま
す。鳴動により不都合がある方は、午前９時前後に電源をOFFに
してください。

【問】 県危機管理部　☎054（221）3601� �
総務課・地域支援室　☎（56）2220

く ら し の 情 報 ペ ー ジ

川 根 本 町 の 人 口 平成 26年 11月１日現在

世帯数 2,983世帯（ +11 ） 出生 4 人

総人口 7,757 人 （ +8 ） 死亡 3 人

男　性 3,778 人 （ ±0 ） 転入 20 人

女　性 3,979 人 （ +8 ） 転出 13 人

※（　）内は前月比、右欄は今月中の異動  ※外国人の数を含む

i n f o r m a t i o n

今 月 の 納 期
固定資産税 ３期
国民健康保険税 ６期
後期高齢者医療保険料 ５期 
納期限は１月５日です。口座振替の人は
１月５日に引き落とされます。残高の確
認をお願いします。 税務課 ☎（56）2223

☎0 5 4 7（ 5 7 ）2 2 4 5
ハンコ・ゴム印承ります。

おかげさまで、地元に密着して２代目、創業 60 余年頑張っています。
これからもよろしくお願いします。

メガネ・時計・補聴器・印かん各種・眼科医メガネ処方箋取扱
徳山駅前・医療機器取扱認証店タモリ時計メガネ店

　医師、歯科医師、薬剤師、保健師、
助産師、看護師、准看護師、歯科衛
生士及び歯科技工士は、各法律に
より、２年に１度、12月31日現在
の就業状況（ただし医師、歯科医師
及び薬剤師はすべての有資格者）
を届け出なければなりません。
　12月中旬頃、県から各職場を通
じて「届出票」を配布しますので、
期限までに就業地（医師、歯科医師
及び薬剤師は住所地でも可）を管
轄する保健所まで提出をお願いし
ます。
　万一、届出票が配布されない場
合は、最寄りの保健所まで連絡を
お願いします。
提出期限 平成27年１月15日（木）
提出先医師　歯科医師・薬剤師※１

⇒就業地又は住所地を管轄する保
健所
保健師・助産師・看護師・准看護師・
歯科衛生士・歯科技工士※２⇒就業
地を管轄する保健所

【問】※１…県健康福祉部管理局政
策監付企画班� ☎054（221）3357
※２…県健康福祉部医療健康局地
域医療課看護師確保班
� ☎054（221）2407

12月７日（日）午前９時
緊急速報メールが
配信されます

ここにも、一つの物語。
広報かわねほんちょう 16



川根本町上長尾861-35　☎・�FAX0547-56-1177
http://www.citydo.com/sp/0547-56-1177

墓石・燈籠・各種石材加工

藤田石材店
小売りいたします　お気軽にどうぞ
町内への配達もいたします

川 根 本 町 上 岸 110 ☎ 0547-59-2155

■本庁代表�☎（56）1111　■総合支所代表�☎（59）3111

児童扶養手当の受給対象者を 
拡大します
役場福祉課

　これまで、公的年金を受給する方
は児童扶養手当を受給できません
でしたが、平成26年12月以降は、年
金額が児童扶養手当額より低い方
は、その差額分の児童扶養手当を受
給できるようになります。
　新たに受給対象者となる可能性
がある方は、福祉課福祉室または
総合支所福祉介護室までお問い合
わせください。
児童扶養手当の支給額（月額）…申
請者及び生計を同じくする民法上
の扶養義務者の、前年の所得に応
じて決定します。（所得制限限度額
以上の場合は支給されません。）
▶全部支給：41,020円
▶一部支給：41,010円～9,680円
▶２人目：5,000円を加算
▶ ３人目以降：１人増えるごとに
3,000円を加算

【問】福祉課・福祉室� ☎（56）2224
　　福祉介護室� ☎（58）7071

大井川流域まちかど博物館 
募集しています！

大井川流域まちかど博物館推進委員会他
▶まちかど博物館とは…
　個人のコレクションや伝統の
技・手仕事などを、仕事場の一角や
その所有者個人のお宅でオーナー
さんの語りとともに見ることが
できる新しい形態の博物館です。
オーナーさんの語りを通じて、展
示物はもちろんのこと、熱い想い
やこだわり、そして地域への愛着
などを来訪者に伝えることができ
ることが一番の魅力です。

この「まちかど博物館」の取組みに
より、来訪者や地元住民にとって
も地元の文化に触れる機会を増や
し、地域特有の歴史的・文化的資産
を学ぶ場となり、より一層大井川
流域の魅力を感じていくことがで
きると思います。
▶申込要領
①�特徴ある展示物（有形・無形）が
あること
②�希望者に公開できること� �
（期間限定・予約制可）
③��お話が出来る人がいること
④�自主的な運営ができること
⑤�原則、入館無料であること
⑥�対象となる地域は、島田市・川根
本町・吉田町・静岡市井川
▶ 申込締切� �
平成26年12月20日（土）
※�博物館は、随時募集しています
が、今回まちかど博物館のマッ
プを作成します。この期間まで
に応募していただきますとマッ
プへの掲載が可能となります。
▶ 主催者　大井川流域まちかど博
物館推進委員会、大井川流域振
興連絡会

【問・申】
大井川流域まちかど博物館推進委
員会（町まちづくり観光協会内）
� ☎（59）2746・FAX（59）2748
平成 26 年分所得税の青色申告 

決算等説明会のご案内
島田税務署

日時　平成26年12月９日（火）
　　　①午前10時から正午まで
　　　②�午後１時30分から� �

午後３時30分
場所　�島田市金谷生きがいセン

ター「夢づくり会館」� �
２階「学習の部屋」

対象者 　青色申告を選択している
個人の方

内容　�決算書の書き方、e-Tax・消
費税等について

【問】島田税務署　☎（37）3124
認知症に関する悩み 

なんでもご相談ください
県健康福祉部

　静岡県認知症コールセンターで
は、認知症の介護経験のある相談
員が親身になって、相談をお受け
しています。
　これまでに県内各地域から、認
知症への対応、介護の悩み、将来へ
の不安、その他、様々な相談が寄せ
られ、話をしてこころの負担が軽
くなったという声も多くありまし
た。認知症のことで困ったり、悩ん
でいる方は、ひとりで悩まず、「静
岡県認知症コールセンター」に相
談をされてはいかがでしょうか。
　なお、相談料は無料ですが、電話
代は、相談者の御負担となります。
※�相談員は、「認知症の人と家族の
会静岡県支部」の会員です。
▶電話番号　☎0545（64）9042
▶ 相談日時　週３日（月、木、土）� �
午前10時～午後３時（ただし、祝日
及び年末年始� （12/29～１/３）を除く）

【問】県健康福祉部・長寿政策課� �
� ☎054（221）2336

医療従事者の皆さまへ 
業務従事者届出を忘れずに

県健康福祉部
　平成26年12月31日現在におい
て就業している医療従事者は、業
務従事者届出が必要です。
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